
『ふるさと寄附金（納税制度）』の概要

■ ふるさと納税制度とは

「ふるさと納税」とは、ふるさと等の地方公共団体へ贈る「寄附金」のことで、「ふる

さと」に対し貢献又は応援をしたいという納税者の思いを実現する観点から、地方公共

団体（出身地に限らず、全国すべての都道府県・市区町村から選択可能）に寄附をした

場合、居住地の個人住民税や所得税が軽減される制度です。

　個人住民税については、地方公共団体に２千円を超える寄附を行うと、２千円を超え

る部分（寄附金－２千円）について、一定の限度（個人住民税所得割額の１割）まで居

住地の個人住民税から控除されます。

寄　附　金

２千円

「ふるさと」へ寄附

・所得税を軽減

・居住地の個人住民税を軽減

■ 寄附金控除の計算イメージ

寄附控除対象
寄附控除対象外

 （自己負担）

中野市への寄附 40,000円

寄附控除対象額 38,000円

個人住民税の税額控除
      33,800円

個人住民税所得割額 300,000円、所得税限界税率 10％ の方が中野市へ
40,000円の寄附をされた場合

　 2,000円
（控除対象外）

所得税の所得控除
による税額軽減

    3,800円
(40,000円－2,000円)×10％

　住民税基本控除額

① 3,800円(一律10％)

   (38,000円×10％)

① ②

　住民税特例控除額

   ② 30,400円
  [(38,000円×(90-10)％]

※住民税特例控除（②）
　の上限は、住民税所
　割額の１割
　この例では30,000円

地方公共団体
に対する寄附金

地方公共団体
に対する寄附金

〔税額控除額の計算方法〕

①と②の合計額を税額控除

　①[　　　　　 －2,000円]×10％

　②[　　　　　 －2,000円]×[90％－(0～40％)]

②の額については、個人住民税所得割額の１割が上限

寄附者に摘要される
所得税の限界税率

　個人住民税控除税額合計（①＋②） 33,800円（うち県民税13,520円、市民税20,280円）

 （注）個人住民税控除税額のうち、2/5が都道府県民税、3/5が市町村税から税額控除となる。
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　  適用下限額
　 　  2,000円
　 (控除対象外)
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所得税の所得控除
による税額軽減
　　　3,800円
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（40,000円-2,000円）×10％
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　　住民税基本控除額
  ① 3,800円（一律10％）
　　 (38,000円×10％)
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　　住民税特例控除額
　　　② 30,000円
［（38,000円×（90-10）％］
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※住民税特例控除（②）
　 の上限は、個人住民税所得
　 割額の1割
　 この例では30,000円
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